
研究分担者承諾の電子化 ―分担者承諾依頼と承諾方法―

研究分担者がいる場合、平成３１年度採択分の応募から、研究分担者承諾を「科研費電子

申請システム」にて行うこととなりました。

科研費電子申請システムにて研究計画調書を完成させるには、以下の手続きの完了が必

要です。

①研究代表者が、研究者に研究分担者となることを依頼する

②承諾を依頼された研究者が、研究分担者となることを承諾する

③研究分担者の所属研究機関が、研究分担者として研究計画に参画することを

承諾する

※以上が完了していないと、科研費電子申請システム上、所属研究機関への送信に進めません。

※各研究機関の提出期限・日本学術振興会提出期限を考慮し、早めの対応をお願いいたします。

※本学所属の研究分担者の場合、研究分担者承諾通知は行いませんので、科研費電子申請

システムにて確認ください。



①研究代表者が、研究者に研究分担者となることを依頼する

詳しい入力方法は次ページを参照ください



※研究分担者の
学位とエフォートは、
研究分担者が
承諾時に入力を
行います

①－１ 研究分担者の検索

①－２ 役割・初年度経費の入力 → 依頼するにチェック → 一時保存
→ システム上の承諾依頼

※「依頼する」にチェックを入れ、 「一時保存」を行うと、当該研究の研究分担者と

なることを科研費電子申請システム上依頼できます。

ただし、研究分担者がログインしないと依頼されていることがわからないので、依頼

した段階で研究代表者から研究分担者へメール等にて承諾依頼をお願いします。

※依頼した研究者が研究分担者になることを承諾した段階 → 分担者承諾
機関承諾未完了

研究分担者の所属機関が分担者になることを承諾した段階 → 分担者承諾
機関承諾

と表示されます。

①－３ 承諾状況の確認



②承諾を依頼された研究者が、研究分担者となることを承諾する

研究分担者が科研費電子申請システムにログイン

承諾依頼されている研究課題の

・研究種目名

・研究代表者氏名
・所属機関、部局名、職名

・研究課題名
が表示されるので、内容を確認のうえ

・承諾・不承諾の選択

・承諾する場合はチェックボックスにチェック

・学位、エフォートの入力 を行う

※不承諾の場合は、不承諾の理由を入力する

研究分担者承諾後は、研究分担者所属機関事務担当者の承諾待ちの状態となる。

※本学所属の研究分担者の場合、研究分担者への承諾連絡は行いませんので、

科研費電子申請システムにてご確認ください。

③研究分担者の所属研究機関が、研究分担者として研究計画に
参画することを承諾する



全ての応募情報の処理状況が「作成済」または「作成対象外」となり、

研究分担者及び研究分担者が所属する研究機関の事務担当者が分担を承諾すると

「次へ進む」ボタンを押して“確認・完了→送信”を作成することができます。

③研究分担者の所属研究機関が、研究分担者として研究計画に
参画することを承諾する

・３項目とも「作成済」
または「作成対象外」
・添付ファイルの登録
のいずれも完了すると、
次に進み、
「確認・完了→送信」が
可能となる

すべての研究分担者の
所属機関承諾が完了
しないと、
「確認・完了→「送信」
には進めません
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